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安全スローガン「みんなで受け継ぐ無事故の襷 緩む気持ちに喝入れて ヨシ！」 

２０２３年度 冬期連休工事に関する要望事項 

平素は、安全作業にご協力を頂きまして、誠にありがとうございます。 

いよいよ冬期連休工事が始まります。コロナ感染、インフルエンザ等に注意し、衛生管理に努め、作

業においては動きやすく・保温性の高いインナーを着て作業を行ってください。また、準備運動を十

分行い、無事故・無災害で作業をして頂きますよう、宜しくお願い致します。 

１．コロナウィルス・インフルエンザ感染対策として 

引き続き感染対策の徹底をお願いします。 

※手洗い、うがい、アルコール消毒、換気等 

２．構内作業ルールの遵守 

１)工事責任者・作業責任者は工事管理板の帳票類をしっかり確認すること 

 （工事連絡会調整結果通達書・工事安全チェック表・臨時火気使用願・危険物発電機持込書） 

２)２ｔ以上の車両、車両系建設機械は駐車の際、必ず輪止め・鍵抜きをすること 

３)電動工具、建設機械車両等の作業開始前の始業前点検を確実に行うこと 

※施工業者だけではなく元請・元方会社もよく確認すること（借り物は特に注意！！） 

※点検シール貼り換え時期のため早めに点検をし、貼り換えを推奨します（１月からはブルーです） 

４)作業に適した服装・保護具を着用すること 

５)危険物未申請持込み品有無の確認をすること 

６)火気使用場所、暖房器具等の熱源のそばにウエス・手袋などの可燃物、 

スプレー缶、燃料などの危険物を放置しないこと 

３．高所作業について 

1)墜落制止用器具（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・胴ﾍﾞﾙﾄ型）は、新規格品のものを使用すること 

※フルハーネス型墜落制止用器具を使用しての作業は特別教育修了者であること 

2)監視人の配置及び高所作業用垂れ幕は歩行者から見やすい位置に掲示すること 

3)作業現場に応じた照明（照度）を確保すること 

4)リスクアセスメントで事前に危険を洗い出し対処すること 

※新ＲＡ記録表を積極的に使用して下さい 



安全衛生協力会からのお願い

１．コロナウイルス・インフルエンザ対策として
１)引き続き感染対策の徹底をお願い致します

※手洗い、うがい、アルコール消毒、換気等



安全衛生協力会からのお願い

２．構内作業ルールの遵守
１）工事責任者・作業責任者は、

 工事管理板書類をしっかり確認すること
 工事管理板（帳票類）の事前チェック
 を必ずお願いします。



工 事 管 理 板
火事通報
１１９

守衛所通報
日野：042-586-5119
羽村：042-579-0404
新田：0276-56-5604
古河：0280-67-3531

安全な作業は作業の入口である

①工事看板

<ポケット№１>

工事看板

④作業者名簿
⑤資格者一覧表

<ポケット№３>

作業者名簿・資格者一覧表

⑧構内作業要領、私達の安全宣言

<ポケット№７>

②本日の作業(作業指示)

③本日の作業(KYM実施記録)

<ポケット№２>

本日の作業（作業指示・KYM等）

⑥工事連絡会調整結果通達書
⑦その他日野規定の書類
（注文書等の写し・発注者の指示書類）

<ポケット№４>

工事通知書・客先許可証

⑨各先の記録
（ＲＡ評価表/足場計画/ｸﾚｰﾝ計画）

<ポケット№８>

<ポケット№５>元請・元方 <ポケット№６>施工会社



安全衛生協力会からのお願い

１）工事責任者・作業責任者は、工事管理
 板書類をしっかり確認すること

注意事項
＊工事計画兼工事連絡会調整結果通達書
＊注文書 or 仮注文書（Ａ）の掲示
＊作業指示書・ＫＹＭの実施記録は３項目

           以上記載されているか
＊リスクアセスメント記録表が作業指示書の

           急所ポイントなどに反映されているか
＊臨時火気使用願は出ているか



安全衛生協力会からのお願い

２）トラック・乗用車・車両系建設機械（高所
作業車等）におけるルール遵守の徹底
＊２ton以上の車両については必ず輪止

       めをすること



安全衛生協力会からのお願い

２）トラック・乗用車・車両系建設機械（高所
作業車等）におけるルール遵守の徹底
注意事項
＊乗り入れ車両・工事車両（高所作業車

       等）は、運転席を離れる際には鍵を抜く
       こと。



安全衛生協力会からのお願い

３）電動工具・車両系建設機械（高所作業
 車等）作業開始前の始業前点検を確実
 に実施して下さい。
注意事項
＊施工業者だけではなく元請・元方会社

 も良く確認してください。
特に借り物は要注意！



点検シール更新について

１２月は点検シール
張替え月です。

連休工事までに点検
し張替えをお願い致
します。（１月からは
指摘になります）

始業前点検も忘れず
に！

202３

202４



安全衛生協力会からのお願い

４）作業に適した服装・保護具を着用する
 機能性インナーは動きやすくなります！



安全衛生協力会からのお願い

５）危険物未申請持込品の有無の確認を
 すること。
注意事項
＊タッチアップ塗料・発電機の燃料 等
＊申請以上の危険物の持込禁止
＊発電機の始業前点検を実施



安全衛生協力会からのお願い

６）火気使用場所、暖房器具等の熱源のそ
 ばにウエス・手袋などの可燃物、スプレー

 缶、燃料などの危険物を放置しないこと



安全衛生協力会からのお願い

３．高所作業について
１）墜落制止用器具（フルハーネス型・

  胴ベルト型）は、新規格の物を使用する

＊フルハーネス型墜落制止用器具を
 使用しての作業は特別教育修了者

   であること



安全衛生協力会からのお願い

２）監視人の配置及び高所作業用垂れ幕は
 歩行者から見やすい位置に掲示すること

工事管理板



安全衛生協力会からのお願い

３）作業現場に応じた照明（照度）を確保
 する事

工事管理板



安全衛生協力会からのお願い

４）リスクアセスメントで事前に危険を洗い
 出し対応すること

＊新ＲＡ記録表を積極的に使用して下さい



安全衛生協力会からのお願い



連休パトロール重点実施項目

１．工事責任者は巡視の際に作業指示書・
ＫＹＭ実施記録の確認、添削を必ず
行ってください。
（サインをするのが目的ではありません）

２．作業責任者による作業開始前の
電動工具・道具・工具及び機材の
始業前点検を徹底してください。
電動工具の始業前点検が義務化
されています。



工責パトロールの充実

１）何のためにパトロールをするのか？

・いつ（時間）したら良いのか？

２）チェックすべき項目は何か？

・工事管理板書類、道具・工具の確認

・作責の作業指示の確認（ＯＪＴ含む）

・作業の進行状況（状態）

工事責任者の責務



作業者を災害（事故）より守る

１）必要な書類、道具・工具は揃っているか？

・前日までに確認する

・作業前に再度確認する

２）作業をする上での有資格者はいるか？

３）作業指示通りに作業者は動いているか？

・不安全状況（状態）はないか？（ＯＪＴ）

作業責任者の責務



工事責任者用

工事管理板確認表



作業責任者用

工事管理板確認表
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